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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、経営判断の迅速化を図るとともに、法令遵守経営が極めて重要なものと考えてており、経営及び業務の全般にわたり透明性を確保する

ことを重要課題と考えております。

また、株主、投資家の皆様とのコミュニケーションを推進するため、適時かつ積極的な情報開示を行い、経営の透明性を図ってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２④ 株主の権利・平等性の確保】

当社では、インターネットによる議決権行使は採用しておりませんが、議決権行使プラットフォームの採用と併せて導入の検討をしていきます。

また、招集通知の英訳については一部実施済であり、更なる英訳については外国人株主比率の動向を見ながら実施を検討していきます。

【原則１－３ 資本政策の基本的な方針】

当社は、有価証券報告書の【配当政策】で、以下の様に開示しております。

『当社は、株主への利益還元を経営の最重要課題の一つと考えており、今後とも効率的な経営を行いながら、株主資本利益率の向上を図る方針
であります。配当につきましては、安定的な配当を継続していくと同時に、業績に応じ積極的に株主に還元していくことを基本方針としております。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

内部留保資金につきましては競争力の維持・強化や経営基盤拡充のため、設備投資や開発活動に充てる考えであります。』

資本政策全般に関する開示の内容及び方法は、今後の検討課題といたします。

【原則１－４ いわゆる政策保有株式】

当社は、事業戦略・営業活動等における取引先との関係強化を通じて、当社の企業価値の向上に繋がるかどうかを判断して株式を保有する方針
です。政策保有株式の議決権行使に関しては、議案の内容を精査し当該企業の経営方針・事業戦略等を勘案し、株主価値の向上、営業上の取
引関係等の観点から判断を行います。政策保有株式の方針の開示については、今後の検討課題といたします。

【補充原則２－４① 中核人材の登用等における多様性の確保】

当社は、人材の多様性とそれらの人材育成が中長期的な企業価値向上につながるものと考えております。個々の能力や適性を総合的に判断し、
性別・国籍・年齢等に関係なく積極的に採用し、教育に取り組んでおります。しかし、現時点では測定可能な数値目標の設定はしておりません。多
様性の確保に向けた目標設定は、今後の検討課題といします。

【補充原則３－１③ サスティナビリティについての取組み】

当社は、サスティナビリティを巡る課題の対応は、中長期的な企業価値向上において重要であると認識しております。現在は、当社ＨＰ上で「環境
への取組」として開示しております。今後は、人的資本や知的財産への投資等についても開示していくことを検討課題といたします。また、ＴＣＦＤ
提言への対応として、「環境・ＣＳＲ推進室」を新設し、今後、取り組んでまいります。

【補充原則４－１② 中期経営計画の公表】

中期経営計画は作成しておりますが、現段階において公表いたしておりません。今般、中期目標を開示しましたので、中期経営計画の公表も検討
してまいります。

【補充原則４－１③ 最高経営責任者等の後継者の計画（プランニング）】

当社は、経営陣幹部に対し社内外の研修・セミナー等のトレーニングを実施するとともに、複数部門での業務経験や、経営会議をはじめとする重
要な会議への出席等の、経営者としての知識・経験が深まる取組みの場を提供することにより、将来を見据えた育成に努めております。また、当
社の企業理念や経営戦略に沿った経営陣幹部を適正に選定することが、当社が持続的成長を遂げる上で重要であると認識しております。役員の
体系的なトレーニングを含めた経営陣幹部の後継者の計画については今後の検討課題といたします。

【補充原則４－２① 業績と連動する報酬】

当社経営陣の報酬は、会社の業績を基本として各人の職責及び貢献度等を総合的に勘案して基本報酬として決定していますが、中長期的な業
績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合の設定については、今後の検討課題といたします。

【補充原則４－１０① 指名委員会・報酬委員会】

当社は、現時点では任意の指名委員会及び報酬委員会は設置しておりません。任意の委員会の設置については、今後の検討課題といたします。

【補充原則４－１１① 取締役会の実効性確保】

当社では、8名の取締役が選任されており、うち3名が社外取締役となっております。社外取締役には、豊富な経験とスキルを備えた人物を候補者
としております。2021年の定時株主総会において、女性の英国人を社外取締役候補として追加し選任されました。

社外取締役以外の取締役及び16名の執行役員が業務執行の責任者となっております。

取締役のスキル・マトリックスについては、今後開示する方向で検討いたします。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４ いわゆる政策保有株式】

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載の通りであります。

【原則１－７ 関連当事者間の取引】



当社は、会社と取締役との取引または利益相反行為は、取締役会の承認を受けることとしております。主要株主との取引については、一般の取引
条件と同様に決定し、法令等に従って有価証券報告書や株主総会招集通知等で開示することとしております。

【原則３－１ 情報開示の充実】

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社の経営の基本方針は次のとおりであります。

「安全・安定」（顧客へのサービス、株主への責任、社員生活の維持向上）

「イノベーション」（高精度な製品開発、高度な加工技術、経営システム）

「ゴーイングパブリック」（地域社会との共生、環境への配慮、社会的責任）

の３つを掲げており、これらのビジョンを踏まえ、「プラスチックエンジニアリングカンパニー」として新たな時代に挑戦するとともに、世界市場に向
けて生産体制をグローバルに拡大し、欧州、アジア及び北米に生産・販売拠点を展開しております。

今後も時代の一歩先を見つめた経営姿勢で、社会により一層貢献し世界に認められる企業を志向いたします。

（ⅱ）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方・基本方針

本報告書「１．基本的な考え方」に記載のとおりであります。

（ⅲ）経営幹部・取締役の報酬決定方針と手続き

本報告書「２．１機関構成・組織運営等に係る事項（取締役報酬関係）」に記載のとおりであります。

（ⅳ）取締役・監査役の選任方針と手続き

社外を含む取締役・監査役候補の指名・選任・手続きにつきましては、人格・見識・能力・経験等の観点から選任し、取締役会で審議のうえ決定し
ております。

（ⅴ）経営陣幹部の選任と取締役候補者の指名の理由

社外取締役及び社外監査役については、選任議案を上程した際の「株主総会招集ご通知」の参考書類に記載しております。また、新任・重任取締
役についても「株主総会招集ご通知」に記載しております。

【原則２－６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、三光合成企業年金基金を通じて、企業年金の運用を行っております。確定給付年金制度を導入しており、資産運用は信託業務を営む金
融機関及び生命保険会社が運用し、その状況は定期的にモニタリングされております。また、その事務に従事する者として、資産の構成割合の決
定等に関し専門的知識及び経験を有する者を置くようにしております。

【補充原則４－１① 経営陣に対する委任の範囲の概要】

当社は、取締役会の意思決定範囲として、法令及び定款の定めに基づいた事項の他、重要な意思決定事項として、取締役会規程を設け運用して
おります。その他の業務執行における意思決定は、社内規程によって職位ごとの決裁権限を定めております。また、取締役の業務執行状況は必
要に応じて取締役会に報告することとし、経営の監督を行っております。

【原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準をもとに、過去に子会社の経営に関与せず、かつ当社及び子会社との間で継続的な関
連当事者取引等がない者の中から、各分野での経験と見識に基づく観点から経営の監督とチェック機能を期待して独立社外取締役を選任してお
ります。

【補充原則４－11① 取締役会全体としての考え方】

当社は、取締役会は業務執行の監督と重要な意思決定を行うため、営業・開発・製造・財務等の社内業務に対する知識・経験・技能のバランスを
考慮し、全体の多様性に配慮することとしております。また、迅速な意思決定を行うため、取締役人数を定款にて９名以内とする旨定めておりま
す。

【補充原則４－11② 取締役、監査役の兼任状況】

当社は、有価証券報告書や株主総会招集ご通知において、各取締役、監査役の重要な兼任状況を開示しております。

【補充原則４－11③ 取締役会全体の実効性評価】

取締役会全体の実効性評価については、2022年６月から７月にかけて、取締役８名・監査役４名合計12名を対象に第三者機関によるアンケートを
実施しました。

回答方法は、第三者機関である外部機関に直接回答することで匿名性を確保しております。外部機関からの集計結果の報告を踏まえた上で、20
22年８月の臨時取締役会において、分析、議論及び評価を行いました。

アンケートの項目は以下の通りで12名全員から回答を得ています。

１．取締役会の構成

２．取締役会の運営

３．取締役会の議論

４．取締役会のモニタリング機能

５．社内取締役のパフォーマンス

６．社外取締役のパフォーマンス

７・取締役・監査役に対する支援体制

８．トレーニング

９・各位の取組み

10・委員会の運営

11・総括

アンケートの回答からは、概ね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については確保されていると認識いたしております。

一方で、最高経営責任者の後継者育成プロセスの適切な監督等は、更なる議論が必要である等の意見もあり、取締役会の機能の更なる向上、
議論の活性化に向けた課題についても共有いたしました。

今後、当社の取締役会では、今回の実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行った上で迅速に対応し、取締役会の機能を高める取り
組みを継続的に進めてまいります。

【補充原則４－14② 取締役、監査役に対するトレーニング方針】

当社は、取締役及び監査役が職務に必要な知識を習得し、その役割を適切に果たすことができるよう、トレーニングの機会を提供しております。具
体的には、社内で研修会を開催している他、社外のセミナーや研修への出席を奨励しています。社外取締役及び社外監査役については、就任時
に当社の概況を十分に説明し、工場視察等を通じて事業内容を理解していただく機会を設けています。また、専門分野や企業経営に関わった経
験の度合いが異なることから、個々の経験を踏まえて個別に対応しています。

【原則５－１ 株主との建設的な対話に関する方針】

当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主・投資家の皆様との建設的な対話が必要不可欠であると考えております。その
ため、ＩＲ担当取締役を統括責任者として活動を行っております。ＩＲ活動の主な取組みとしましては、アナリスト向け決算説明会を年２回、個人投資
家向け説明会を適宜開催するとともに、個別取材にも対応しております。また、情報開示にあたっては、関連法規や社内規程を遵守し、インサイ
ダー情報管理に留意しております。





















適時開示体制

情報取扱責任者（管理部門長）情報開示
開示の指示

報告情報取扱責任者（管理部門長）付議 報告代表取締役社長開示の指示 報告取締役会（決定・承認）
所管部門担当グループ長報告

決定事実・決算情報 発生事実
各部門報告報告


